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株式の種類　　　普通株式

１【取得状況】

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

2025年１月31日現在
 

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2024年５月14日）での決議状況

（取得期間　2024年５月16日～2025年３月31日）
680,000,000 215,897,777,190

報告月における取得自己株式（取得日） １月６日 901,200 754,197,400

 １月７日 893,200 740,076,180

 １月８日 897,300 744,142,030

 １月９日 906,000 738,467,030

 １月10日 927,700 747,214,220

 １月14日 929,000 753,773,860

 １月15日 925,300 742,369,550

 １月16日 907,000 739,661,620

 １月17日 914,500 746,873,030

 １月20日 900,700 750,647,920

 １月21日 920,500 749,610,860

 １月22日 942,600 746,860,640

 １月23日 931,700 727,753,140

 １月24日 1,029,200 806,963,490

 １月27日 940,600 743,549,800

 １月28日 992,900 776,030,430

 １月29日 1,018,500 796,162,010

 １月30日 853,600 668,642,760

 １月31日 949,700 746,995,530

計 － 17,681,200 14,219,991,500

報告月末現在の累計取得自己株式 246,103,900 191,444,655,280

自己株式取得の進捗状況（％） 36.19 88.67

（注）１．取得期間及び取得自己株式は、約定日基準で記載しています。

２．2024年５月14日に開催された取締役会において、自己株式の取得については、東京証券取引所における市場買

付けとすることを決議しています。

 

２【処理状況】

　　　該当事項はありません。
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３【保有状況】

2025年１月31日現在
 

報告月末日における保有状況 株式数（株）

発行済株式総数 3,032,850,649

保有自己株式数 302,941,365

（注）「保有自己株式数」には、単元未満株式の買取請求により取得した自己株式を含んでいます。
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